
資料１

研究学園小・中学校服装規定（案）

分類 標準服
（推奨服）

標準服に準じたもの

校章 〇 ・左胸につける（ワッペン）→アンケート結果による

ブレザー 〇
・標準服と同系色のものであること
・兄弟のおさがりや学森のリユース品も着用可能（ワッペンの付替え不要）

シャツ／ポロシャツ ✖
・華美でないもの
・シャツ　：　白、水色
・ポロシャツ　：　　白無地（市販品可）

リボン 指定

ネクタイ 指定

スラックス(夏・冬） 〇 ・標準服とは別にグレー無地等華美でないもの

スカート(夏・冬） 〇 ・標準服とは別にグレー無地等華美でないもの
・長さは膝頭が隠れる程度とする

靴下 ✖ ・白・黒・紺・グレーの無地またはワンポイントを基本とする

外靴 ✖ ・運動ができ通学に支障のないもの

上履き ✖ ・白を基調とした、運動に適したもの（体育館履き兼用）

ベルト ✖ ・無地の黒、紺色、茶色系で華美でないもの。
・ズボン、スラックスでは必ず着用

かばん ✖ ・教室ロッカーに収納できない大きすぎるものや華美なものは避ける。
・両手がふさがらないようなもの。

セーター・カーディガン ✖
・セーターやカーディガンの着用可能
・黒・紺・茶・ベージュ・グレーなど、華美でないもの（ワンポイント可）
・袖や裾が上着からはみ出ない大きさのもの
・ブレザーを脱ぎ、セーター等のみでの生活は不可

コート・ジャケット(冬) ✖ ・華美でないもの（黒, グレー, 紺等)
・教室ロッカーに収納できるものが望ましい

上着（長袖/半袖） 〇

ズボン
（長ズボン/半ズボン）

〇

【着用のルール】

通
常

式
典

運
動
会
等

学森の服装・制服・体操服に関する着用のルール

・ネクタイ又はリボンのいずれかの着用を基本とする
・冬服着用時は必ず着用する。夏服着用時も着用可とする。

・標準の体操服

通
常
の
通
学
・
授
業
等

体
操
服

そ
の
他

・標準の体操服
・指定のアイロン圧着式ネーム片布を体操服上着と半そでの左胸に貼り付けること

・ブレザーの着用必須
・白のワイシャツを着用する
・靴下は白・黒・紺・グレーの無地またはワンポイントを基本とする

・授業中、登下校時のブレザー着用については、暑さ寒さに応じて自分で着用する/しないを判断すること
・ネクタイ・リボンはクールビズ期間（6～10月）の着用は自由とする（それ以外の期間に着用しない場合は、学校に相談すること）
・６月～9月は熱中症対策として、体操服での通学も可能

下
校
時

・７～９年生のうち、部活動の練習に参加した生徒は、体操服で下校してもよい。

登
校
時

・１～６年生は私服（コロナ対策でジャージ登校可）
・７～９年生は制服で登校する。
・冬季は、コートやジャンパー類の着用を認める。
・冬季は、手袋やマフラー、ネックウォーマー、耳あての着用を認める。

清
掃
時

７～９年生は、以下のいずれかの服装で活動する。
・制服（ブレザー、セーター、シャツいずれも可、上からジャージを羽織ることも可）
・学校指定の体操服、ジャージ

授
業
中

・１～6年生は私服、７～９年生は制服で授業を受ける。
・７～９年生の制服について、冬季においては、授業中のみ、体温調整のため上着を脱ぐなどしてセーターやカーディガンのまま授業を受け
てもよい。


